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1. 事業の基本条件  

1.1. 事業の目的  

中根配水場浄水施設建設事業（以下「本建設事業」という。）は、別途工事にて新たに中

根配水場敷地内に掘削する井戸の原水を浄水処理し、既設配水池へ水を供給するための施設

を建設するものである。 

事業の推進にあったては、長期にわたる施設の耐久性及び維持管理性などに対して、民間事業

者が有する技術力、ノウハウ及び創意工夫による提案を期待し、DB 方式で実施するものである。  

  

1.2. 本書の位置づけ  

本要求水準書は、野田市水道部（以下「水道部」という。）が本建設事業を実施する者（以

下「事業者」という。）の募集・選定を行うにあたり、本プロポーザルに参加しようとする者

（以下「参加者」という。）が技術提案書を作成する際に必要となる前提条件、並びに水道部

が求める本建設事業の対象施設の性能及びサービスの水準について定めたものである。  

  

1.3. 事業概要  

1.3.1. 事業者の業務内容  

事業者が行う事業範囲は対象施設の設計施工及び施工監理からなる。事業者が行う事業範囲

を表 1-1 に示す。  

 

表 1-1 事業者が行う事業範囲の概要  

大別  業   務  内   容  

調査  測量調査  ・設計・施工に必要な範囲で、発注者が示す既存竣 

工図書類では不足する部分の測量調査。  

  土質調査  ・設計・施工に必要な範囲で、発注者が示す既存竣

工図書類では不足する部分の土質調査。  

  埋設物調査  ・工事に影響が考えられる埋設物の位置確認のため 

の調査等。  

設計  詳細設計  ・対象施設の詳細設計。  

  設計に伴う各種申請書類等

の作成  

・各種申請等の手続きに必要な書類の作成を、水道

部と協議の上作成する。  

 設計監理  ・事業者が行う詳細設計について設計監理を行い、 

水道部の承認を得る。  

建設  

 

 

 

 

 

土木・建築工事  (土木工事) 

・井戸ピット築造工事×2 

・着水・ろ過ポンプ井築造工事 

・除鉄・除マンガンろ過機基礎築造工事 

・浄水池築造工事 

・場内配管工事 
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・場内整備工事（門扉・舗装・場内排水） 

(建築工事) 

・管理棟築造工事等の工事を行う。 

  機械・電気計装設備工事 (機械設備工事) 

・取水ポンプ設備(2台) 

・ろ過ポンプ設備（2台） 

・除鉄・除マンガンろ過設備(2基) 

・逆洗ポンプ設備 

・送水ポンプ設備 

・塩素剤注入設備 

(電気計装設備工事) 

・制御盤・現場操作盤 

・水質計器(原水濁度・PH、浄水濁度・PH・残塩) 

・流量計(取水、送水) 

・水位計(浄水池)等の工事を行う。 

 建設に伴う各種許認可の申請  ・各種申請等の手続きに必要な書類の作成を、水道

部と協議の上作成する。  

  環境周辺調査、電波障害等対 

策業務  

・建設工事に伴う騒音、振動、臭気、地盤沈下、地 

下水対策などの周辺環境・生活環境影響調査、電波

障害等対策に関する事前及び事後調査業務。  

  施工監理  ・事業者が行う施設建設や設備工事等の施工監理を

行い、水道部の承認を得る。  

 

1.3.2. 水道部の業務内容  

水道部が行う業務内容を表 1-2 に示す。  

 

表 1-2 水道部の業務概要一覧  

大別  業   務  内   容  

設計  周辺住民対応等  ・住民との交渉や協議等、事業者との協議の上、 

互いに協力して行う。  

設計に伴う各種申請書類等 

の申請  

・各種申請等の手続きを事業者と協議の上実施す 

る。 

設計監理  ・事業者が行う詳細設計について設計監理について 

確認のうえ承認すること。  

建設 建設工事監理  ・事業者が行う施設建設や設備工事等の施工監理に 

ついて確認のうえ承認すること。  
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1.3.3. 本業務の対象施設  

本施設における対象施設の概要を表 1-3、浄水処理施設フローシート(案)を図1-1に示す。  

 

表 1-3 浄水処理施設概要  

項目 施 設 概 要 

浄水処理方式 ・新設井戸水(別途工事にて建設)を原水とした除鉄・除マンガンろ過方式 

水量条件  ・計画処理水量 Ｑ＝常時2,000m³／日，非常時最大2,400m³／日 

水位条件 
・設計GL＝15.9ｍ 

・配水池HWL＝28.900ｍ 

ろ過機材質 ・本体SUS304 

ろ過機 

形状・数量 

・圧力式密閉型 2基 

付帯施設 

・取水井、着水・ろ過ポンプ井、除鉄・除マンガンろ過機基礎 

・浄水池（42 m³以上） 

・管理棟  

・取水ポンプ設備、ろ過ポンプ設備、逆洗ポンプ設備、送水ポンプ設備 

・塩素剤注入設備 

・制御盤、現場操作盤 

・水質計器、流量計、水位計 等 

その他整備工事 
・場内配管 

・場内整備（門扉・舗装・場内排水） 

 

1.4. 施設の立地条件等  

工事区域並びに取合い箇所は、別紙「中根配水場浄水施設建設事業全体計画図」に示す通りとす

る。  

 

1.5. 要求する性能  

1.5.1. 原水水質と要求浄水水質 

1） 原水水質 

 新取水井は築造工事前であるため、中根配水場既設非常用井戸の水質を原水水質(想定)とし、

現地説明会時に閲覧できるものとする。 

尚、令和５年度に新井戸掘削予定である。 

※新取水井の水資が想定と著しく異なり、要求される浄水処理施設では要求浄水水質を満足することが困難とな

った場合は、別途協議により対応方法を決定すること。 

  

2） 要求浄水水質 

 本事業における要求浄水水質を表1-4に示す。 
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表 1-4 要求浄水水質 

水質項目 単位 要求浄水水質 備考 

pH値 
－ 

7.5程度 水質基準値：5.8以上8.6以下 

水質管理目標設定項目：7.5程度 

味 － 異常でないこと 水質基準値：異常でないこと 

臭気 － 異常でないこと 水質基準値：異常でないこと 

色度 度 １度以下 水質基準値：５度以下 

濁度 
度 

１度以下 水質基準値：２度以下 

水質管理目標設定項目：１度以下 

鉄及びその化合物 mg/ℓ 0.03 mg/ℓ以下 水質基準値：0.3mg/ℓ以下 

マンガン及びその化合物 

mg/ℓ 

0.01mg/ℓ以下 水質基準値：0.05mg/ℓ以下 

水質管理目標設定項目：0.01mg/ℓ

以下 

残留塩素 
mg/ℓ 

0.4～0.8mg/ℓ 水質管理目標設定項目：１mg/ℓ 

以下 

その他 

水質基準項目 
－ 

現行基準値に適合 水質管理設定項目及び上記項目を 

除く 

その他 

水質管理目標設定項目 
－ 

現行基準値に適合  

 

1.5.2. 耐震性能  

1) 耐震性能  

対象施設のうち、土木構造物が満たすべき耐震性能は、「水道施設耐震工法指針・解説

2022 年度版」（（社）日本水道協会）に準拠し、水道施設の重要度を「ランク A1」として、

使用性に関してはレベル 1 地震動に対して、復旧性と安全性に関してはレベル 2 地震動に対

して，それぞれ要求性能を満足するものとする。 

 

2) 建築構造物  

対象施設のうち、建築構造物が満たすべき耐震性能は、「官庁施設の総合耐震計画基準」（平成 

19 年 12 月 18 日付国営計第 76 号、国営整第 123 号、国営設第 101 号）に準拠し、建築構 

造物の耐震安全性の分類をⅡ類、重要度係数を 1.25 とする。ただし、構造規定は現行の建築

基準法に基づくものとする。  

  

3） 機械・電気設備  

機械・電気設備の耐震性能については、「建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版」(（財） 日

本建築センター)による。  

 

1.5.3. 施設及び設備の耐用年数  

建築構造物は、鉄筋コンクリート造、又は鉄筋コンクリート造と同等以上の耐久性を有する材

質とする。  



5 

 

 

各施設及び設備は、地方公営企業法施行規則（昭和 27 年 9 月 29 日総理府令第 73 号）別表 

2 号に定める有形固定資産の耐用年数を最低基準と位置づけ、それ以上維持できる仕様を期

待するものである。  

 

1.5.4. 仕様に関する事項  

対象施設の設計・建設にあたっては、関係法令等に基づき適用する基準、規定、規格によるも

のとし、本書の要求水準を満たすために事業者が適切と考える仕様として差し支えない。ただ

し、本要求水準書は、本事業の基本的要求内容であり、本要求水準書に明記されていない事項で

あっても、事業の目的達成のために必要な設備、又は性能を発揮させるため必要なものは、事

業者の責任においてすべて完備すること。  

 

1.5.5. 瑕疵担保と性能保証  

1） 瑕疵担保  

対象施設の設計・建設に係る瑕疵担保の期間は、引渡しを受けた日から 2 年間（ただし、瑕 

疵が故意又は重大な過失による場合は 10 年間）とする。  

 

2） 性能保証  

本要求水準書に規定する要求性能並びに本書に基づき事業者が作成する技術提案書に記載

される対象施設の性能は、不可抗力、水道部の誤操作及び事業者の提案する維持管理方法を

遵守しなかったことに起因する場合を除き、すべて事業者の責任と費用負担により確保され

なければならない。なお、耐震性能については、要求水準書に基づく地震強度以内の地震の

場合は不可抗力とはせず、要求水準書に基づく地震強度以上で、かつ、事業者が通常求めら

れる損害等（性能保証事項を満たすことができない事態の発生を含む。）の回避義務を尽くし

ても損害等の発生が避けられない場合は不可抗力とする。  

また、機械・電気設備の性能保証の期間は、対象施設の各設備、機器を単位とし、事業者が提

示する維持管理を適切に実施することを前提として、地方公営企業法施行規則別表第 2 号に定

める有形固定資産の耐用年数の期間とする。（ただし、水道部が改良又は改造を行った場合に

は、その時までの期間。）  

 

1.6. 事業期間及び事業スケジュール  

事業期間は、事業契約締結日から令和 8 年3月までを事業期間とする。事業スケジュール 

は、表 1-6 のとおり予定している。  

表 1-6 事業スケジュール（予定）  

時   期  内   容  

令和６年２月  契約締結  

令和６年２月～令和６年７月  詳細設計期間  

令和６年６月～令和７年７月  施設建設工事期間  

令和７年５月～令和７年７月 試運転 

令和７年８月 水処理施設供用開始  

令和７年５月～令和８年３月 場内整備等建設工事期間 
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2. 水道施設の調査・設計業務 

2.1. 調査業務  

2.1.1. 測量調査  

水道部より提供した資料の他、本事業の設計・施工に必要な部分について、資料が不足する場

合は測量調査を行う。  

2.1.2. 地質調査  

水道部より提供した資料の他、本事業の設計・施工に必要な部分について、資料が不足する場

合は地質調査を行う。  

 

2.1.3. 埋設物等調査業務  

工事への影響が考えられる地下埋設物、電気・通信線等の既設架空線ルート等の事業支障物件

について位置確認のための埋設物調査等を行う。  

 

2.1.4. 調査にあたっての留意事項  

ｱ) 法的に必要な有資格者及び業務に必要な能力・資質・経験を有する人員を適切に配置す

ること。  

ｲ) 必要に応じて水道部の立会等により調査結果などの確認を行うこと。  

ｳ) 調査結果は、製本 3 部及び電子データを水道部へ提出すること。  

 

2.2. 設計業務  

2.2.1. 詳細設計業務  

事業者は、表 1-1 で示した事業者の事業概要一覧に掲げる業務に必要な水道施設の詳細設計

を実施する。設計するにあたり次の各項目に留意して設計を行うこと。  

・必要な処理能力を備えていること。  

・水質上安全であること。  

・安定的かつ効率的であること。  

・非常時でも極力停止することなく、復旧が速やかに行えること。  

・予備力の確保、施設の分散化、水処理の確実性を高めること。  

・施工及び維持管理性が有利であること。  

なお、補助事業として建設することを想定し、使用する積算資料は水道実務必携や下水道用設

計標準歩掛表等、国もしくは都道府県で定めたものとする。併せて根拠となる説明資料も作成

すること。  

  

2.2.2. 設計に伴う各種申請等の補助業務  

法令等で定められた設計に伴う各種申請書等の手続きについては、水道部と協議の上、事業

スケジュールに支障をきたさないよう実施すること。  

  

2.2.3. 対象施設の要求性能  

構造、仕様等は事業者の提案によるものとするが、以下に示す事項については記載に従って設

計すること。  
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本事業で築造する水道施設については、「水道施設の技術的基準を定める省令」（厚生労働省

令第 15 号 令和元年 5 月）等で定める基準を満足すること。 

 各施設・設備は計画処理水量を処理できる施設とすること。 

 

1) 土木構造物及び建築構造物 

• 土木構造物は鉄筋コンクリート造とする。ただし、鉄筋コンクリート造と同等以上の

耐用年数を有する材質での提案は認める。 

• 建築構造物は、重量鉄骨造りまたは、同等以上の構造とする。 

• 形状、寸法などは水道施設設計指針に準拠したものを原則とし、施設規模などを勘案

して決定すること。 

• 水槽内面（底面、壁面、天井面）、管廊の上部等は、必要に 応じてひび割れ追従性に

優れ、耐久性の高い防水防食処理を行うこと。防水防食処理は、厚生労働省令第 15 

号に適合したものとすること。なお、施工の際、臭気による周辺への影響が生じない

ように留意すること。 

• 手摺、タラップ、人孔蓋等の金物類は、ステンレス製、又はステンレス製と同等以上

の強度、耐久性を持ち、設置環境に配慮した材質とすること。 

• 建築物等においては、換気、空調、給排水、照明、コンセント等の設備を設置するこ

と。 

• 井戸管理棟（電気室・水質計器室・薬注室）は平屋とし、50㎡程度とする。 

 

 2) 機械設備  

(1) ポンプ設備 

• 各ポンプは水理計算結果による必要揚程及び吐出量を満足すること。 

• ポンプ形式は提案による。 

• 各ポンプは除鉄・除マンガンろ過設備仕様に合致した能力を有すること。 

 

 (2) 除鉄・除マンガンろ過設備 

• ろ過機本体及び付属配管はSUS304製とすること。 

• 基数は２基とし、１基処理水量は、常時1,000ｍ3/日，非常時最大1,200ｍ3/日とする

こと。 

• ろ過速度、ろ材仕様・積高は提案による。 

 

 (3) 塩素剤注入設備 

• 貯留槽及び注入ポンプ共に予備を設けること。 

• 貯留槽容量は平均注入量の10日分以上とすること。 

• 貯留槽への薬品の補充はタンクローリー補充とすること。 

• 注入量、貯留槽液位・液温の計測が可能な設備とすること。 
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 3) 電気計装設備 

(1) 電気設備 

• 本建設事業で用いる電源は３相400Vとし、中根配水場電気室から配電する。 

• 本建設事業が必要とするその他電源は、全て本建設事業が用意すること。 

• 本建設事業で設置する機器は現場操作盤、管理棟及び中根配水場電気室及び、制御 

室で操作可能なこと。 

• 中根配水場電気室、管理棟及び現場操作盤間は、光ケーブルによるフィールドネット 

ワークにより接続すること。 

• 中根配水場電気室では、制御室と通信が可能なインターフェイス機能を有する監視 

制御装置盤を配置すること。 

また、通信方式には互換性の有るオープンPLCネットワーク（OPCN）を用いること。 

 

(2) 計装設備  

操作の容易性、確実性及び安全性を確保するとともに、適切な情報管理を通じて水道

施設の運転管理や設備管理を効率化するため、以下の設備を設けることとし、これ以外

のものについては提案による。 

• 取水流量計(電磁式)×2 

• 送水流量計(電磁式) 

• 浄水池水位計(投込式) 

• 浄水池電極 

• 原水濁度計 

• 原水pH計 

• 浄水濁度計 

• 浄水pH計 

• 浄水残塩計 

     

 

4) 場内配管等  

• 管材料は、日本工業規格（JIS）、日本水道協会規格（JWWA）に適合した適切な口径の

耐震管を使用し、必要に応じ防食対策、管防護及び不等沈下対策を施すこと。  

• 構造物の取合い位置には伸縮可とう管を用いるとともに、躯体貫通部における止水を

確保すること。  

• 配管の途中に流量計を設ける場合は、バイパス管を設けること。  

• 既設アスファルト部分を掘削して管路を設ける場合においては、現状と同一の舗装構

成で復旧すること。  

• 既設配管との接続においては、既設管に接続による荷重等が作用しないように配慮す

るとともに、必要に応じて既設管側にも防護等の対策を講じること。  

• 既設配管の調査を十分に行い適切な埋設ルートを検討し、必要に応じ既設配管の布設

替えを行うこと。  
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5) 場内整備  

・ 事業範囲内において、外構（門扉等）、排水、照明、舗装等、必要な場内整備を行うこ

と。 

• 門扉は事業者の提案によること。  

• 維持管理上必要な位置に屋外照明（LED）を設置する。なお、照明については、周辺環境に

十分配慮したうえで配置計画すること。  

• 敷地内に４５台分の職員用仮設駐車場を整備すること。 

 

6) 付帯施設  

ｱ)場内給水栓  

維持管理上必要な位置に場内散水栓及び清掃用作業用水栓を設置すること。  

 

ｲ)維持管理用駐車場  

場内に維持管理用の駐車スペースを確保すること。  

 

2.3. 環境への配慮  

2.3.1. 環境への配慮  

騒音・振動・景観等に配慮し、周辺環境との調和を図ること。  

 

2.3.2. リサイクルの促進  

グリーン購入など省資源に配慮するとともに、廃棄物の再生利用に努めること。  

 

2.3.3. 温室効果ガスの排出抑制  

効率化、省エネルギーに配慮し、温室効果ガスの排出抑制に努めること。  

 

2.4. 設計業務期間  

設計期間は、募集要領に示した業務期間内を原則とする。ただし、不足の事態等により遅延が

生じた場合にはこの限りではない。  

  

2.5. 完成検査  

事業者は、詳細設計完了時に水道部の検査を受ける。詳細は、水道部の指示に従う。また、

事業者は設計の主要な段階において水道部による設計内容の審査を受ける。  

  

2.6. 設計図書の提出  

事業者は、完成検査時に以下の図書類を提出する。提出部数は 3 部とし、仕様及び様式等は、水

道部と協議のうえ決定する。  

1） 詳細設計  

ｱ)設計図  

ｲ)設計計算書（構造計算書、容量計算書等）  
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ｳ)工事計画工程表  

ｴ)工事施工計画書 

ｵ)数量計算書  

2） その他、水道部が指示するもの  

・設備仕様書  

・機器配置図  

・設備組立平面図、断面図  

・電気・計装系統図  

・完成予想図  

・施設概要説明資料  

・上記図書の電子データ（SFC・DWG・PDF）  
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3. 水道施設の建設業務  

3.1. 建設の基本的考え方  

建設にあたっては、建設位置周辺部に学校や公園、民家等が近接することから、施工時期・時

間や、工事に伴って発生する恐れのある振動・騒音、粉塵等の建設公害の抑制に十分に配慮した

施工方法・手順を策定すること。  

なお、事業者が対象施設の設計及び建設を一括して行う趣旨に鑑み、事業者の判断と責任にお

いて建設することになるが、水道部と詳細な施工打合わせを実施し、適切に施工にあたること。  

  

3.2. 事前調査  

建設に必要な各種事前調査は、事業者の責任及び費用において行うこと。  

事業者は、着手に先立ち、近隣との調整及び準備調査等を十分に行い、工事の円滑な進行と近

隣の理解及び安全を確保すること。また、事業者は水道部の協力のもと近隣への工事工程及び作

業時間帯等について了解を得る。  

  

3.3. 工事全般  

事業者は、表 1-1 で示した事業者の事業範囲の概要に掲げる水道施設の建設業務（土木・建

築工事、機械設備工事、電気計装設備工事等）を実施する。  

事業者は、各種関連法令及び水道部が定める工事仕様書等を遵守し、施工計画書に従い、施設

の建設工事を実施する。  

 

3.3.1. 工事一般事項  

• 近隣に対して、濁水、土砂、粉塵、騒音及び振動等の影響を与えないこと。  

• 工事において支障となる樹木の伐採、支障物件の移動等の必要が生じた場合は、事業

者は水道部と協議のうえ対応すること。  

 

3.3.2. 工事施工一般事項  

• 事業者は、工事監理状況を水道部に適宜報告するほか、水道部から要請があれば施工

の事前説明及び事後報告を行う。また水道部は、適宜工事現場での施工状況の確認を

行うことができるものとすること。  

• 事業者は、工事施工については、時間厳守で作業すること。  

• 事業者は、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」（昭和 23 年法律第 178 号）に規定

する休日に工事を施工する場合は、水道部と協議すること。  

• 事業者は、週報（必要に応じて）月報、年次報告を行うこと。  

• 事業者は、近隣及び工事関係者の安全確保と環境に十分配慮すること。  

• 事業者は、出来高完成及び工事完成時に施工記録（図面、写真、実施工程表等の水道部

の指示する書面）を提出し、水道部の確認を受けること。  

• 事業者は、水道部への引き渡し前までに建築基準法による検査済証のほか、施設を使

用するために必要な各種証明書等を事前に取得すること。  

• 本工事で使用する材料・機器・配管類などは全て新品に限ること。ただし、水道部が

認める場合はこの限りではない。  
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• 事業者は水道部との協議調整を行い、工事が円滑に実施されるように努めること。  

• 騒音・振動等第三者に損害や影響のない工法とすること  

• 既存施設及び道路等の保全に努めること。  

 

3.4. 建設に伴う各種申請等の業務  

法令等で定められた各種申請等の手続きは、水道部と協議の上、工事スケジュールに支障をき

たさないよう、実施する。  

  

3.5. ユーティリティ  

3.5.1. 水道水  

水道水は、現場事務所で必要とする分については事業者が負担すること。

また、既設配管との接続及び撤去工事も事業者が行うこと。  

 

3.5.2. 電力  

建設に必要な電力引込費用、並びに事業者が使用する電力の料金は事業者が負担する。試験及

び試運転に用いる電力費の分担については、水道部と事業者の協議により決定する。  

 

3.5.3. 排水  

工事に伴い発生する排水は、適切な処理を施し、公共用水域に排水する場合は水質汚濁防止法

（昭和 45 年 12 月 25 日法律第 138 号）等が定める排水基準を遵守して放流すること。ま

た、現場事務所の排水は、適切な方法により排水すること。  

 

3.5.4. その他のユーティリティ  

電話回線やインターネット回線の引込み、プロパンガス等新たに設置又は導入が必要なユーテ

ィリティについては、事業者が自らの費用負担により設置し、又は導入すること。  

 

3.6. その他本事業の実施にあたっての留意事項

3.6.1.雨水排水  

事業者は、現状施設との整合を図った計画、整備を行う。  

 

3.6.2.照明設備  

照明設備は省エネルギー等に配慮した設備とし、現状との整合を図った計画、整備を行う。 
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3.7. 環境への配慮  

3.7.1. 騒音、振動、悪臭、粉塵及び排ガス対策  

事業者は、対象施設の建設に際して、悪臭防止法、騒音規制法、振動規制法等に基づき、悪

臭、騒音、振動等に関する規制基準を満たさなければならない。  

 

3.7.2. 交通安全対策  

事業者は、工事関係車両、作業車両等の通行にあたり、住民等の社会生活及び経済活動に支障

をきたさないよう、適切な交通安全対策を講じること。  

また、工事中は必要に応じて、アクセス道路や進入道路の清掃や補修等を行うこと。  

 

3.7.3. 周辺地域対策  

事業者は、常に適切な工事管理を行うことにより、周辺住民の信頼と理解、協力を得るように

努めること。また、住民との交渉や協議が必要となった場合には、水道部は解決に向けて協力す

る。  

 

3.8. 試験及び試運転  

事業者は、水槽の水張り試験及び設置した機械設備及び電気・計装設備について試運転を行い、

個々の設備及び施設全体としての性能及び機能を確認する。なお、試運転の実施にあたっては事

前に試運転実施計画書を作成し、水道部の承認を得ること。  

 

3.8.1. 水張り試験  

• 水槽は水張り試験を行い、漏水がないことを確認すること。  

• 水張り試験は、構造躯体の水密性が確認できる適切な時期に行うこととする。  

• 水張り試験に必要な浄水は水道部が供給し、その費用分担については協議のうえ決定

する。  

• 水張り試験に使用した水は、排水基準を遵守した水質とするとともに、周辺環境に悪

影響を及ぼさないように排水する。  

• 水張り試験が完了し、検査合格後に厚生労働省登録検査機関による浄水 51 項目水質検

査を実施すること。  

  

3.8.2. 試運転  

単体試験は、機械設備工事及び電気計装設備工事について行い、水道部は必要に応じて試験に

立ち会うものとする。  

 

1） 機械設備工事  

機械設備工事における単体試験は、機械設備の据付け完了後に行う機器の調整、試運転及び動

作確認試験等であり、以下の項目を含むものとする。  

• 配管等の漏れ及び耐圧試験  

• 機器の振動・騒音試験 
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2） 電気設備工事  

電気計装設備における単体試験は、電気計装設備の据付け完了後に行う機器、保護装置、計装

設備等の機器単体調整及び組み合せ試験であり、以下の項目を含むものとする。  

• 保護装置の動作試験、設定値の調整確認、継電器試験等  

• タイマー、補助継電器、その他制御機器の動作チェック、設定及び試験  

• 絶縁抵抗、絶縁耐力、接地抵抗の測定等  

• 計装機器の単独動作試験及び確認  

• 中央監視設備と同調したループ試験  

事業者は、試運転開始後、稼働が安定し、本要求水準書に規定する要求事項に適合し、要求性

能を達成することを確認できたときは、その旨を水道部に書面で通知する。また、事業者は、試

運転終了後、水道部に試運転報告書を提出する。  

 

3.8.3. 試験及び試運転に係る費用  

引渡しまでの試験及び試運転等に必要な費用については、原則として事業者が負担する。試

験及び試運転に必要な浄水は、水道部と事業者の協議により費用分担を決定する。  

また、水道部と事業者の費用負担の切替日は完成検査完了後の引渡し完了日とする。  

 

3.9. 建設業務期間  

業務期間は、本要求水準書 1.6 に示した事業期間内とする。  

 

3.10. 出来高・中間検査及び完成検査  

事業者は、各年度の建設工事過程の出来高について水道部に報告し、出来高検査及び完成検査

を受ける。  

          また、各年度の建設工事において、水道部が指定する任意の時期に中間検査を実施することが

できる。  

      完成検査は、検査要件を満たした工事完成届を水道部に提出し設計図書（追加、変更指示等） に

示されるすべての工事が完成し、工事写真、完成図書、工事完成図等の資料の整備がすべて完了

していること。  
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3.11. 完成図書・各種申請図書の提出  

事業者は、建設業務に関し以下の図書を提出する。提出部数は 3 部とし、仕様及び様式等は、水

道部との協議のうえ決定する。  

• 完成図書（原図を含む）  

• 取扱説明書  

• 設備機器台帳  

• 単体試験及び総合試運転報告書  

• 運転操作及び保守点検に関する説明  

• 工事記録写真  

• 官公庁手続書類  

• 上記図書の電子データ  

• その他完成確認に必要なもの  
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4. 設計・施工監理の実施  

4.1. 設計・施工監理  

事業者は、本事業内容に適合した設計・施工が契約図書等（技術提案書、要求水準書等を含

む。）に適合した設計・施工が確実に履行されるよう下記のとおり業務を監理監督する。  

ｱ) 事業者は、設計及び施工の進捗状況・内容について設計・施工監理を実施し、その結果

を報告書等書類として整理すること。なお、設計・施工監理の結果については、その都度

水道部へ報告し承認を得ること。  

ｲ) 事業者は、施設等の工事状況等により、随時現場における設計・施工監理が必要な場合、事前

に水道部に連絡を行う。  

 

4.2. 改善措置  

設計・施工監理の結果、要求水準等を満たしていないことが判明した場合は、事業者は次の方

法で改善措置を施す。  

ｱ)  事業者は、水道部から改善措置をとることの指示を受けた日から 1 週間以内に改善方法及

び期日も明記した計画書（以下「改善計画書」という。）を提出し、改善措置が完了したと

きは水道部に報告する。なお、改善計画書の内容は、水道部の承認を得るものとする。   

ｲ) 水道部は、改善措置完了の報告を受けた日以降、設計・施工監理の実施によって改善結

果を確認する。  

  

4.3. 留意事項  

ｱ) 設計・施工監理の内容は、契約図書等（技術提案書、要求水準書等を含む。）記載内容に基

づき行うものであり、詳細は契約締結後に事業者より設計・施工監理の内容を提案し、水道

部の承認を得るものとする。  

ｲ) 設計・施工監理に対して、事業者が準備する報告書等作成並びに立会経費等は原則事業

者の負担とする。  
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5. その他  

5.1. 法令順守  

事業者は本事業の実施にあたり、その趣旨を踏まえて関係法令について遵守する。

国または県より認可申請の指導があった場合、認可申請書類の作成を行うこと。  

  

5.2. 業務遂行上の留意点（非常時の対応） 

5.2.1.故障及び災害・事故等  

事業者は、事業期間中に災害や事故が発生した場合には、応急措置を講じ被害を最小限に抑

え、速やかに本格復旧ができるようにすること。  

 

5.2.2. 水道部への連絡及び協力  

事業者は、何らかの原因で本事業に支障をきたす恐れのある事象が生じた場合には、速やかに

水道部に報告すること。  

 

5.2.3. 緊急時の体制  

事業者は、事業期間中及び瑕疵担保期間中の緊急時体制を作り、浄水の安全・安心・安定した

供給の確保に努めること。また、緊急時の応急給水等に協力すること。  

 

5.3. その他  

5.3.1. 施設の引渡しについて  

事業者は事業完了までに、本施設の運転・維持管理の方法を記載した文書を作成する。本事業

に関して、対象施設固有の運転管理、点検上の留意点等を水道部及び運転管理業者が把握で

きる内容とする。また、特に留意事項として、下記の項目を参考に記載する。  

• 運転したときの機能の発揮状況  

• 運転上特別な操作（諸機械の特性）  

• その他留意事項  

事業者は、試運転期間中に更新及び新設を行った施設について水道部の技術指導、熟練訓練を

行い、本施設の運転に支障のないようにする。  

 

5.3.2. 資材・材料の購入  

事業者は、本事業に伴う資材・材料等は、可能な限り市内業者から調達することに努めるとと

もに、積極的に地場産品の活用に努めること。  
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